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共通事項                     
 

第１章 制度改正等の主な事項について 
 

１-１ こどもの安心・安全対策について（送迎車両等の安全対策）               

  

令和４年９月、静岡県牧之原市で認定こども園の送迎バスに置き去りにされた園児が亡くなっ

た事故を受け、国は、同１０月に「こどものバス送迎・安全徹底プラン」を取りまとめました。 

これを受けて、基準省令の改正が行われ、①乗降車の際に点呼等の方法により利用者の所在を

確認すること、②送迎用車両への安全装置の装備及び当該装備を用いて降車時の所在確認をする

こと、が義務付けられました。 

なお、今回の基準省令改正による義務付けは、児童系サービスが対象となっていますが、対象

となっていないサービスにおいても、今回の義務付けの趣旨に鑑みて、利用者の安全確保につい

て徹底していただきますようお願いします。 

  

（１）義務付け事項 

① 利用者の通所や施設外活動等のために自動車を運行する場合、利用者の自動車への乗降

車の際に、点呼等の方法により利用者の所在を確認すること。 

② 送迎用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の利用者の見落と

しを防止する装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の①の所在確認をすること。 

対象：座席（＊）が２列以下の自動車を除くすべての自動車 

    （＊）「座席」には車いすを使用する利用者が当該車椅子に乗ったまま乗車するためのスペースを含む 

 

＜義務付けの対象＞ 

令和５年４月１日施行（②安全装置の義務付けは令和６年３月３１日までの経過措置あり） 

サービス種類 ① 所在確認 ② 安全装置 

障害児 

通所支援 

児童発達支援センター 対 象 対 象 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

保育所等訪問支援・ 

居宅訪問型児童発達支援 

対象外 

障害児 

入所支援 

障害児入所施設 

（医療型・福祉型） 

対 象 対象外 

※②安全装置の義務付けについて令和６年３月３１日までの経過措置を講じる場合 

 〇送迎における安全管理の徹底 

 〇利用者の降車後、運転手等が車内の確認を怠ることがないようにするための所要の代替措置 

 ＜例＞ 

  ・運転席に確認を促すシート 

  ・車体後方に利用者の所在確認を行ったことを記録する書面 
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（２）こどもの安心・安全対策支援事業（補助事業） 

   上記の安全装置等の導入支援事業について、本市でも「こどもの安心・安全対策支援事業」

として、下記のとおり実施します。 

 

ア 事業内容 

事業名 事業の内容 対象施設 

①送迎用車両の

改修支援事業 

送迎用車両(※)に、子どもの置き去り事故の防止

に役立つ安全装置の設置等を行う。 

※子どもの送迎を目的に日常的に運行する車両

であること。 

なお、座席が２列以下の自動車または子どもの見

落としのおそれが少ないと認められるものを除

く。 

児童発達支援センター 

児童発達支援事業所 

放課後等デイサービス

事業所 

障害児入所施設 

②ＩＣＴを活用

した子どもの見

守り支援事業 

ＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス等の

安全対策に資する機器等を導入する。 

児童発達支援センター 

児童発達支援事業所 

③登降園管理シ

ステム支援事業 

適切な登降園管理を行うための登降園管理シス

テムを導入する。 

児童発達支援センター 

児童発達支援事業所 

 

イ 補助対象経費 

事業名 補助対象経費 
補助基準額 

（補助率） 

①送迎用車両の

改修支援事業 

 

送迎用車両の改修支援事業を実施するために必

要な装置・機器（※１）の購入費（装置・機器の

運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費

を含む）、リース料（令和５年４月１日から令和

６年３月３１日までのリース料を限度とする）、

導入費用とし、令和４年９月５日から令和６年３

月３１日までに設置が完了する装置・機器を対象

とする。 

※１ 機器はこども家庭庁が示す送迎用バスの

置き去り防止を支援する安全装置のリスト（下記

URL）から選択すること 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety

/list/ 

１台あたり１７５千円

までを上限とした実費

に対する定額補助 

（補助率：10／10） 

②ＩＣＴを活用

した子どもの見

守り支援事業 

ＩＣＴを活用した子どもの見守り支援事業を実

施するために必要な装置・機器（※２）の購入費

（装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え

付け費、工事費を含む）、リース料、導入費用（シ

１事業所あたり２００

千円 

（補助率：４／５） 
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 ステムの保守費、リース料、通信費等を除く。）

とし、令和５年４月１日から令和６年３月３１日

までに設置が完了する購入する装置・機器を対象

とする。 

なお、機器の使用対象となる子どもの数以上に機

器を購入する場合、及び機器の使用対象となる子

どもに対して複数の機器を購入する場合は補助

金の対象外とする。 

※２ ＧＰＳやＢＬＥ（Bluetooth Low Energy）

により子どもの位置情報を管理するなど、施設外

活動時等の子どもの見守りに資する機器とする。 

③ 登降園管理

システム支

援事業 

 

登降園管理システム支援事業を実施するために

必要な装置・機器（※３）の購入費（装置・機器

の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事

費を含む）、リース料、導入費用（システムの保

守費、リース料、通信費等を除く。）とし、令和

５年４月１日から令和６年３月３１日までに設

置が完了する装置・機器を対象とする。 

※３ 子どもの登園及び降園の管理に関する機

能及び保護者との連絡に関する機能を必ず有す

るものとする。 

① 端末購入を行わな

い場合、１事業所あ

たり２００千円 

② 端末購入を行う場

合、１事業所あたり

７００千円 

（補助率：４／５） 

 

※ 補助交付決定、実績報告等のスケジュールについては、詳細が決まり次第、 

随時お知らせします。 

 
 
１-２ こどもの安心・安全対策について（安全計画策定）        

    （令和５年７月４日 こども家庭庁事務連絡）  

 

基準省令の改正により、障害児通所支援事業所、障害児入所施設等（以下「事業所等」とい

う。）における利用者の安全確保を図るため、令和５年４月１日（※）から、安全に関する事

項についての計画（以下「安全計画」という。）を各事業所等において策定することとされま

した。 

設備の安全点検、施設外活動等を含めた生活における安全に関する指導、従業者の研修や訓

練等、その他安全に関する事項について、安全計画を策定し、安全計画に定めた安全確保に関

する取組を行うことが義務付けられています。 

（※）令和５年４月１日から１年間は努力義務、令和６年４月１日から義務化 

 

今後、市では、事業所等において安全計画を策定しているか、また安全計画に基づく安全確

保のための取組を行っているか、などについて確認することとなります。 

確認の方法など詳細が決まりましたら、あらためて周知します。 
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（１） 基準省令改正について 

基準省令の改正に伴い、各事業所において運営規程の改正を行った場合は、順次、運営規程の

「変更届」を提出してください。（市ホームページにサービス毎の「運営規程（例）」があります

ので、ご参照ください。） 

令和３年度基準省令の改正に伴い、措置が義務化された①～⑦の項目については、実地指導等

の際に措置状況を確認します。 

  

※特に、令和５年度は下記の事項に留意してください。 

身体拘束等の禁止 身体拘束廃止未実施減算が、対象の全サービスで適用となること。 

衛生管理等 経過措置期間が令和６年３月３１日までのため、未対応の事業所

においては、早めの対応をお願いします。 業務継続計画の策定等 

 

① 身体拘束等の禁止【令和４年度から義務化】 

対象：障害福祉サービス（就労定着支援・自立生活援助・相談系サービスを除く）、 

障害児通所支援、障害児入所施設 

省令 

追加（居宅系については、新設） 

●サービスの提供に当たっては、利用者又はほかの利用者の生命又は身体を保護するため 

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下、 

「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

●やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

●身体拘束等の適正化のため、次の措置を講じなければならない。 

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周

知徹底を図ること。 

・身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

・従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

◆「緊急やむを得ない場合」とは⇒以下の３要件をすべて満たす場合とされています。 

◆利用者保護の観点から、身体拘束を実施する場合でも長期にわたって漫然と行うことは認められま

せん。また、実施前後において下記のような手続きが求められます。 

２ 令和３年度基準省令改正及び報酬改定を踏まえた各サービス共通 

事項について  

○切迫性・・・・利用者本人または他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性 

        が著しく高いこと 

○非代替性・・・身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと 

○一時性・・・・身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 
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！身体拘束を行う場合には、事前に書面により保護者・利用者に説明し、同意を得ていますか？ 

！アセスメント時等に、身体拘束に代わる方法がないか改めて検討を行い、身体拘束や抑制を可能  

 な限り常態化させないように努めること。 

 

【身体拘束廃止未実施減算】・・・令和５年度から対象の全サービスで適用となります。 

次の基準のいずれかを満たしていない場合に、基本報酬を減算する。（５単位／日） 

１ 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身状況並びに緊急やむを 

得ない理由その他必要な事項を記録すること 

｛訪問系（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援）は新設｝ 

２ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、従業者に周知徹底を図ること 

３ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること 

４ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること 

 

＜身体拘束等の適正化（運営基準・減算の施行スケジュール）＞ 

運営基準 サービス類型 ～Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度～ 

１ 身体拘束等の 

記録 

・入所、居住系 

・通所系 
義 務 義 務 義 務 

義 務 

・訪問系 

規定なし 

義 務 

義 務 

２ 身体拘束等の 

適正化のための

委員会の開催 

・入所、居住系 

・通所系 

努力義務 

・訪問系 

３ 身体拘束等の 

適正化のための

指針を整備 

・入所、居住系 

・通所系 

・訪問系 

４ 身体拘束等の 

適正化のための

研修を実施 

・入所、居住系 

・通所系 

・訪問系 

（※）網掛け部分：上記運営基準１～４を実施していない場合に減算（５単位／日）  

 ＊虐待防止の取組みで身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り

組んでいるものとみなします。   

・「緊急やむを得ない場合」の判断は、担当職員個人またはチームではなく施設等全体で行える 

ように、関係者が幅広く参加したカンファレンスで判断することを原則とする。 

・身体拘束の内容、目的、理由、時間（帯）、期間、生じるリスク等を本人や家族に対して十分に

説明し、理解を求めることが必要である。 

・常に観察を怠らず、急変時等の対応について予め協議し、また要件に該当しなくなった場合は、

直ちに解除する。 

・身体拘束の態様、時間、心身の状況、緊急やむを得ない理由に該当する事象等、必要な記録を

行う。 
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 ＜参 考＞ 

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」（令和４年４月 施設・事業所 

従事者向けマニュアル）の３５頁「Ⅶ 身体拘束の廃止と支援の質の向上に向けて」参照。 

・上記のマニュアルは、本市ホームページ（以下の URL参照）にも掲載しています。 

  https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0570.html 

 

② 虐待等の防止【令和４年度から義務化】  対象：全サービス 

  

 

 

 

 

省令 

追加 

●事業所ごとに虐待の防止のための措置に関する事項などの事業の運営についての重要 

事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

●（児童系）従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律

第８２号）第２条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

●虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じなければならない。 

・事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図ること。 

・事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

・上記２項目に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

！基準省令改正に伴う虐待防止のための措置について、もれなく運営規程に定められていますか。 

※虐待防止のための取組みについては、後述の「８ 虐待防止のための取組みについて」にも

記載しています。 

 

③ 衛生管理等【経過措置：令和６年３月３１日まで】 対象：全サービス 

省令 

追加 

●利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上 

必要な措置を講ずるとともに、健康管理に必要となる機械器具等の管理を適正に行わな

ければならない。 

●従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 

●事業所等の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 

●感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じなければならな

い。 

・事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する 

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催

するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

・事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する 

こと。 

・事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための 

研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0570.html
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附則 
（経過措置）令和６年３月３１日までの間は、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう

努めなければ」とする。 

 ！衛生管理について、マニュアルを作成するなどして、従業者・利用者への周知を図っていますか。 

 ！利用者・従業者を感染症から守るため、手指洗浄・消毒するための設備や使い捨ての手袋等感染

を予防するための必要な備品等を備えていますか。 

 ！必要に応じて、保健所の助言・指導を求めるとともに、常に密接な連携を保っていますか。 

 ！特に、新型コロナウイルス感染症対策、インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レ

ジオネラ症対策等については、国や本市からの通知等に基づき適切な措置を講じて下さい。 

 ！感染症が発生した場合の報告については、＜共通－２０＞を参照して下さい。 

 

④ 業務継続計画の策定等【経過措置：令和６年３月３１日まで】 対象：全サービス 

省令 

新設 

●感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施 

 するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下、「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じなければなら

ない。 

●従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施しなければならない。 

●定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと 

する。 

附則 
（経過措置）令和６年３月３１日までの間は、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう

努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」とする。 

 

◆業務継続計画には以下の項目等を記載することとされています。 

＊感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することも可能です。 

＊感染症の業務継続計画に係る研修・訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための

研修・訓練と一体的に実施することも差し支えありません。 

 

＜参 考＞ 

厚生労働省ホームページの「障害福祉サービス事業所等における業務継続計画（ＢＣＰ）作成

支援に関する研修」に、新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドラインや研修動画が

ア 感染症に係る業務継続計画 

 a 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

 b 初動対応 

 c 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

イ 災害に係る業務継続計画 

 a  平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、

必要品の備蓄等） 

 b  緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

 c  他施設及び地域との連携 
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掲載されています。業務継続計画策定の際、ご参照ください。 

・厚生労働省ホームページ（以下の URL参照） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html 

 

⑤ 非常災害対策  対象：（訪問系サービス以外の）全サービス 

   

省令 

追加 

●消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。 

●火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を定め、非常災害時におけ

る関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知しなければ 

ならない。 

●定期的に、避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

●訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

 ！火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を立てていますか。 

 ！想定される災害種別に応じて、災害時の緊急対応や避難場所、避難ルートなどを検討し、計画を

策定していますか。 

 ！策定した計画に基づき、特定の災害種別に偏らず、多様な災害種別を想定した訓練を実施してい

ますか。 

 ！入所施設等については、東日本大震災や熊本地震など近年発生している大きな災害を踏まえ、 

近隣の協力医療機関・協力福祉施設にとどまらず、日頃からより広域的な医療機関・福祉施設 

との連携を検討して下さい。 

 

⑥ 勤務体制の確保等  対象：全サービス 

   

省令 

追加 

●利用者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、事業所ごとに従業者の 

勤務の体制を定めておかなければならない。 

●事業所ごとに、事業所の従業者によってサービスを提供しなければならない。ただし、

利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。 

●従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。 

●適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越

的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより 

従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

 ！事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の 

  別、管理者との兼務関係等を明確にしていますか。 

 ！他の職務と兼務している管理者や従業者について、各職務に支障が出ないような人員配置になっ 

ていますか。 

 

◎地域防災計画に位置付けられた事業所は、土砂災害・洪水・高潮・津波等の災害ごとに避難

確保計画を作成し、提出が必要です（義務規定：水防法及び土砂災害防止法）。 

また、年に１回以上避難訓練を実施し、報告する必要があります。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html
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⑦ 掲示  対象：全サービス 

省令 

追加 

●事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

●前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 

 ！掲示又は備え付けている運営規程、重要事項説明書、苦情解決の措置の概要等は、最新のものに 

なっていますか。 

 

（２） 人員基準等について 

◆ 常勤 

・指定障害福祉サービス事業所等（以下「事業所」という。）における勤務時間が、当該   

事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき

時間数が３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）に達していることをいう。 

※事業者（法人）における常勤の取り扱いとは異なる。 

・ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講

じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている

場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を３０時間として取り扱うことを可

能とする。 

 

※常勤職員の病欠の取り扱いについて 

常勤の職員が、病欠等の理由によって欠勤している場合については、その期間が歴月で

１月を超えるものでない限り、常勤として勤務した者は常勤換算に含めることができる。 

      上記の取り扱いについて非常勤職員の場合は、常勤換算に含めることはできないが、欠

勤したその日に埋め合わせをする必要はなく、トータルで予め予定している常勤換算上の

数値を満たせば良いものとする。 

（平成１９年１２月１９日障害福祉サービスに係るＱ＆Ａ VOL２ 問６） 

 

◆ 常勤換算方法 

・事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき 

時間数（１週間に勤務すべき時間数が３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）

で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。 

この場合の勤務延べ時間数は、当該事業所の指定等に係る事業のサービスに従事する 

勤務時間の延べ数をいう。 

・ただし、従業者が母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の

措置を講じられている場合、週３０時間以上の勤務で、常勤換算上も１として取り扱う

ことを可能とする。 

 

〇「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準

ずる休業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数
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の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。 

※ なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たして 

いた、勤続年数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた

資質を満たすことである。 

〇上記の場合において、常勤職員の割合を要件とする福祉専門職員等加算等について、 

産前産後休業や育児・介護休業等を取得した当該職員についても常勤職員の割合に含め

ることを認める。 

 

◆ 勤務延べ時間数 

・勤務表上、サービス提供に従事する時間として明確に位置づけられている時間又は当該

サービス提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置づけ

られている時間の合計数。 

・なお、従業者１人につき、勤務延べ時間数に算入することができる時間数は、当該事業

所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。 

 

◆ 専従 

・原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことを

いう。この場合のサービス提供時間帯とは、従業者の事業所における勤務時間（療養 

介護及び生活介護については、サービスの単位ごとの提供時間）をいい、当該従業者の 

 常勤・非常勤の別を問わない。 

 

（３） 障害福祉現場の業務効率化を図るためのＩＣＴの活用 

運営基準や報酬算定上必要となる委員会等、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で

提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた支援が可能であることが 

明確化されました。 

※ 下記の支援一覧以外において、対面で提供する必要の有無を、事前に市へ連絡・相談

を行わずに、事業所で判断することがないよう、ご留意ください。 

※ ＩＣＴの活用を行った場合は、そのＩＣＴ機器名を、会議の議事録、個別支援計画等

に明記しておいてください。 
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≪ 身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援 一覧 ≫ 

全サービス共通 
感染症・食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

虐待防止のための対策を検討する委員会 

訪問系、通所系、

入所系 
身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会 

通所系、入所系 
利用者に対するサービス提供に当たる担当者等で行われる個別支援計画等の作成

に係る会議 

計画相談、 

障害児相談支援 

サービス等利用計画の作成のために福祉サービスの担当者で行われる会議、基幹

相談支援センター等が実施する事例検討会等 

訪問系 

［特定事業所加算］ 

利用者に関する情報もしくはサービスの提供に当たっての留意事項の伝達又は 

事業所における技術指導を目的とした会議 

生活介護 

［リハビリテーション加算］ 

リハビリテーション実施計画の作成や、支援終了時に医師、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、その他の職種の者で行われるリハビリテーションカンファレ

ンス 

短期入所 

［日中活動支援加算］ 

日中活動実施計画を作成するに当たって、保育士、理学療法士、作業療法士、 

言語聴覚士その他の職種の者が共同する場面 

施設入所支援 

［経口移行加算］ 

経口移行計画を作成するに当たって、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、

看護師その他の職種の者が共同する場面 

［経口維持加算］ 

経口維持計画を作成するに当たって、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、

歯科医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理

をするための会議等 

就労移行支援 ［支援計画会議実施加算］ 

就労移行支援計画等の作成等に当たって、ハローワーク、地域障害者職業センタ

ー、障害者就労・生活支援センター等障害者の就労支援に従事する者により構成

される会議 

就労定着支援 ［定着支援連携促進加算］ 

企業、地域障害者職業センター、障害者就労・生活支援センター、医療機関等と

の連携を図るための関係機関を交えた会議 

自立生活援助、

地域移行支援、

地域定着支援 

［居住支援連携体制加算］ 

精神障害者等の居住先の確保及び居住支援を充実する観点から、居住支援協議会

や居住支援法人との情報連携・共有を図る場 

児童発達支援、

放課後等デイ 

サービス 

［関係機関連携加算］ 

障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るための、当該障害児に係る 

児童発達支援計画に関する会議 

就労定着支援 

 

雇用に伴う日常生活の相談等： 

利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、雇用に伴い生じる日常生活ま

たは社会生活を営む上での各般の問題に関して行う利用者に対する相談、指導等

の支援 
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 （令和５年４月２８日厚生労働省・こども家庭庁事務連絡） 

  

＜概 要＞ 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和５年５月８日から変更とな

ることに伴い、これまでの人員基準等の臨時的な取扱いについて、令和５年４月２８日

付厚生労働省・こども家庭庁の事務連絡により取扱いが変更となりました。 

※ 国の事務連絡については、厚生労働省のホームページ（以下の URL 参照）に掲載され

ています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001092776.pdf 

 ・障害福祉サービス事業の適切な運営のため、「当面の間継続」又は「一定の要件のもとで

当面の間継続」とする臨時的取扱いの運用は、新型コロナ感染者等の発生やサービス継

続に必要な感染対策の実施等により通常必要なサービスの提供に影響がある場合に限る

ようご留意ください。 

 ・なお、臨時的取扱いについてご不明な点等ありましたら、事前に、市障害者支援課指定指

導係にお問い合わせください。 

 

 

４ サービス管理責任者等研修制度の取扱い等について         
（令和５年６月３０日 関係告示改正） 

    

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に係る研修制度について、令和元年度か

ら新体系による制度が施行していますが、事業者や自治体からの要望等を踏まえ、現行の研

修体系を前提としたうえで、下記のとおり取扱いが変更となりました。 

 

＜概 要＞ 

１ 実践研修の受講に必要な実務経験について 

基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験（OJT を２年以上）につい

て、新たに、基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受講す

るための実務経験（OJT）として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業

務（※）に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合（※）は、例外的に「６か月以

上」とする。           （※）…詳細については、今後国から周知される予定 

 

２ やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置について 

やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠如した場合、基礎研修修了者につい

ては、個別支援計画の作成に関して一定の知識等を習得していること、また、事業所内で

のサービス管理責任者等の養成を進める観点から、以下のいずれの要件も満たす者につい

て、当該者が実践研修を修了するまでの間に限り、サービス管理責任者等とみなして配置

３ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイル

ス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等につ

いて 

https://www.mhlw.go.jp/content/001092776.pdf
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可能（最長２年間）とする。 

   ・実務経験要件を満たしていること 

   ・サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みであること 

   ・サービス管理責任者等が欠如する以前から当該事業所に配置されていること 

 

３ 更新研修の受講に必要な実務経験の範囲について 

    （※改正箇所は下線部） 

① サービス管理責任者の更新研修の受講に必要な実務経験 

サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者（障害福祉サービス事業を

行う事業所、指定障害者支援施設等、障害児通所支援事業を行う事業所又は指定障

害児入所施設等の管理者を指す。）又は相談支援専門員（計画相談支援事業所、地域

相談支援事業所又は障害児相談支援事業所における相談支援専門員を指す。） 

② 児童発達支援管理責任者の更新研修の受講に必要な実務経験 

サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者（障害福祉サービス事業を

行う事業所、指定障害者支援施設等、障害児通所支援事業を行う事業所又は指定障

害児入所施設等の管理者を指す。）又は相談支援専門員（計画相談支援事業所、地域

相談支援事業所又は障害児相談支援事業所における相談支援専門員を指す。） 

 

 

５ 障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて   

（令和５年３月３０日厚生労働省事務連絡） 

 ＜概 要＞ 

・児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、報酬告示において、指定基準上必要な従

業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場

合、児童指導員等加配加算を算定できることとされています。 

・そのため、児童発達支援管理責任者が配置されていない期間については、指定基準上必

要な員数を満たしていないため、児童指導員等加配加算は算定できません。 

（専門的支援加算についても同様です。） 

・このたび、児童指導員等加配加算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が課題

に支給されている事例があったとして、会計検査院の検査で指摘がありました。この指

摘を受け、厚生労働省から、児童指導員等加配加算の要件に関するＱ＆Ａ及び届出書の

様式変更が示されました。 

・この資料を下記のとおり本市ホームページに掲載しています。ご確認をお願いします。 

    

※本市ホームページ（以下の URL参照）に 

 ・厚生労働省事務連絡：障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて 

 ・障害児通所支援における児童指導員等加配加算の要件に関するＱ＆Ａ 

 ・様式変更後の加算届（児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書） 

 を掲載しています。 

     https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/29800183.html 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/29800183.html
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６ 障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて      

（令和４年２月２８日厚生労働省事務連絡） 

  

＜概 要＞ 

・児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準において、

原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこととされ

ており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必

要があります。 

・このたび、定員超過利用減算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支

給されている事例があったとして、会計検査院の検査で指摘がありました。この指摘を

受け、厚生労働省から定員超過利用減算の要件及び確認シートが示されました。 

・定員超過についての基本原則、やむを得ない事情がある場合の取扱い、定員超過利用減

算の取扱い等について、厚生労働省がまとめた資料を下記のとおり本市ホームページに

掲載しています。 

・毎月の報酬の請求に当たり、定員を超過して利用者を受け入れている事業所において、定

員超過利用減算の算定の要否を「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象 

確認シート」を用いて確認してください。 

  ※本市ホームページ（以下の URL参照）に 

「障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について」 

「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」 を掲載しています。 

    https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/29800163.html 

     

   

◆その他の障害福祉サービスにも同要件が定められていますので、基準等の確認をお願い

します。 

◆上記の本市ホームページに掲載している「障害児通所支援事業所における定員超過利用

減算対象確認シート」は、「障害児通所支援」のほかに、「生活介護、自立訓練（機能訓

練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型」でも利用できま

すので、定員超過利用減算の算定の要否の確認にご活用ください。 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/29800163.html
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７ 福祉・介護職員処遇改善加算等について              

① 福祉・介護職員処 遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算 及び 福祉・介護職

員等ベースアップ等支援加算 について 

   上記の加算については、加算算定の額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要が

あります。その違いについては下記のとおりです。 

 

（１） 福祉・介護職員 処遇改善加算 

  福祉・介護職員処遇改善加算 

賃金改善対象職種 福祉・介護職に限定 

キャリアパス要件 

・職場環境等要件 
有 

加 算 率 １．８％ ～ ２７．４％ 

 

（２） 福祉・介護職員等 特定処遇改善加算 

  福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを取得している事業所が、当

該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組

みについて、ホームページへの掲載等を通じた「見える化」を行っている場合に算定できます。 

    福祉・介護職員等特定処遇改善加算 

賃金改善対象職種 

① 経験・技能のある障害福祉人材 

② 他の障害福祉人材 

③ その他職種 

キャリアパス要件 

・職場環境等要件 
有 

見 え る 化 要 件 有 

加 算 率 １．０％ ～ ７．０％  

 

（３） 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 

  令和 4年度障害福祉サービス等報酬改定にて、福祉・介護職員の収入を３％程度（月額 9,000

円相当）引き上げるための措置として、新たな加算が創設されました。 

  福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 

賃金改善対象職種 
福祉・介護職。（ただし、事業所の判断により 

他の職員の処遇改善に充てる事を認める） 

加 算 率 １．１％ ～ ４．５％ 

※ 算定要件：処遇改善加算（Ⅰ～Ⅲ）のいずれかを取得していること。また、加算額の３分

の２以上は、福祉・介護職員等の「基本給」又は「毎月の手当」の引き上げに充てること。 

 

② 「福祉・介護職員処遇改善計画書」及び「賃金改善の実績報告」の提出について 

当該加算を算定するには、「福祉・介護職員処遇改善計画書」及び「賃金改善の実績報告」

を毎年度提出する必要があります（書類の提出については、別途通知します）。 
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※ 令和５年度より、原則として「電子申請」にて提出することとなりましたのでご注意ください。 

（下記 「⑤ 当該加算の取扱いの詳細について」に掲載されている本市ホームページ参照） 

 提 出 期 限 

福 祉 ・ 介 護 職 員 

処 遇 改 善 計 画 書 

前年度の２月末まで 

(年度途中から算定する場合は、算定を行う前々月の末日まで) 

賃 金 改 善 の 実 績 報 告 

事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

（例：３月提供分を４月に請求⇒５月に支払⇒７月末までに 

報告書の提出） 

 

③ 変更届について 

下記の内容を変更した場合には、下記に定める事項を記載した変更の届け出が必要です。  

  ◆会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合 

  ◆複数事業所を一括して届出を行った事業者において、事業所の増減がある場合 

  ◆就業規則を改正した場合（福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る） 

  ◆キャリアパス区分を変更する場合 

  ◆特定加算の区分を変更する場合 

 

※ 届出書類については、下記障害者支援課ホームページに掲載しています。 

トップページ > ビジネス・産業・まちづくり > 医療・福祉・健康・衛生（事業者向け） > 福

祉 > 事業者のみなさまへのお知らせ > 障害福祉 > 障害福祉サービス・障害児通所支援等事業

者の指定・指導について > 各種指定申請（届出）について > 介護給付費等算定に係る体制

等に関する届出（加算の届出） > 処遇改善加算 > 令和 5年度福祉・介護職員処遇改善加算

及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600508.html 

（サイト内検索「処遇改善」＋「障害」で検索。または、ページ番号検索「000167422」で検索） 

 

 

④ 福祉・介護職員処遇改善加算等 加算額のお知らせについて 

  国民健康保険団体連合会より、当該加算額について通知されます。 

実績報告の際に、加算の算定額が必要となりますので、当該通知により確認し、会計に係

る資料として必ず保管してください。通知の取得方法については、国民健康保険団体連合会

にお尋ねください。 

 

  ⑤ 当該加算の取り扱いの詳細について  

  本市における当該加算の届出に関する詳細な情報については、障害者支援課ホームページに

記載していますので参照して下さい。 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600483.html
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   なお、当該加算の届出については、下記厚生労働省通知等の内容を必ずご確認のうえ、本

加算等の取扱いに、誤りのないようお願いします。 

  ◆「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示について」 

（令和５年３月１０日 障障発０３１０第２号厚生労働省通知） 

◆「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（令和３年３月２９日）」 
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８  虐待防止のための取組みについて                 

（１）令和３年度基準省令改正における取組みの推進 

令和３年度基準省令改正において、虐待防止のさらなる推進のため、次の取組みが義務

化されました。（令和４年度から義務化） 

 

改正前（努力義務） 改正後【義務化】 

従業者への研修実施 従業者への研修実施 

虐待の防止等のための責任者の設置 虐待の防止等のための責任者の設置 

 ＜新規＞ 

虐待防止のための対策を検討する委員会として 

虐待防止委員会（注）を設置するとともに、委員会

での検討結果を従業者に周知徹底する 

（注）委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証、再発防止策の検討など 

 

（２）障害者福祉施設等従事者による障害者虐待の類型（例） 

区 分 内 容 

身体的虐待 

・暴力的行為 

・本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに障害者を乱暴に扱

う行為 

・正当な理由のない身体拘束 

性的虐待 ・あらゆる形態の性的な行為又はその強要 

心理的虐待 

・威嚇的な発言、態度 

・侮辱的な発言、態度 

・障害者や家族の存在や行為、尊厳を否定、無視するような発言、態度 

・障害者の意欲や自立心を低下させる行為 

・交換条件の提示 

・心理的に障害者を不当に孤立させる行為・その他著しい心理的外傷を与える言動 

放棄・放任 

（ネグレクト） 

・必要とされる支援や介助を怠り、障害者の生活環境・身体や精神状態を悪化 

させる行為 

・障害者の状態に応じた診療や支援を怠ったり、医学的診断を無視した行為 

・必要な用具の使用を限定し、障害者の要望や行動を制限させる行為 

・障害者の権利や尊厳を無視した行為又はその行為の放置 

・その他職務上の義務を著しく怠ること 

経済的虐待 

・本人の同意（表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極め

る必要がある。）なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制

限すること。 
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（３）利用者に対する虐待（疑いを含む）を発見したら 

    障害福祉サービス事業所等で、利用者への虐待（疑いを含む）を発見した場合は、 

速やかに以下のいずれかにご連絡ください。 

北九州市障害者虐待防止センター ０９３－８６１－３１１１ 

北九州市保健福祉局障害者支援課 ０９３－５８２－２４２４ 

 

※ 養護者（家族・親族・同居人など）による虐待の可能性が疑われる状況を発見した場合は、 

・各区役所高齢者・障害者相談コーナー 

・障害者虐待防止センター（０９３－８６１－３１１１） 

・市障害者支援課（０９３－５８２－２４２４）    のいずれかへご一報ください。 

 

 

＜参 考＞「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 

（令和４年４月厚生労働省作成 施設・事業所従事者向けマニュアル） 

従業者向けの研修を実施する際などにご活用ください。 

 

※上記のマニュアルは、本市ホームページ（以下の URL参照）にも掲載しています。 

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0570.html 

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0570.html
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９  事故等が発生した場合の報告について               

  障害福祉サービス事業所等で事故等が発生した場合は、利用者等への迅速な対応を行うと

ともに、下記の事例について、当該利用者の家族等に連絡を行った上で、障害者支援課及び

関係機関（保健所、警察署等）等へ連絡してください。 

令和４年３月３１日付で市障害者支援課より周知した「障害福祉サービス事業所等における

事故報告について」をあらためて事業所内で共有し、事故防止の一助にしていただきますよう

お願いします。 

《報告事項》 

（１）事故の場合 

内  容 概  要 

①  サービス提供中

の利用者及び 

職員の怪我・死亡

事故など 

・ 怪我の程度については、原則として医療機関を受診（施設内に

おける受診を含む）したものとします。 

 ・ 報告対象は、施設・事業所内での事業所による介助時以外も 

含みます。 

 ・ 利用者の過失による怪我の場合でも、医療機関を受診した場合

は報告してください。 

②  職員の法令違反、

不祥事 

・ サービス提供に関連して発生したもの又は利用者の処遇に影響

があるものは報告してください。 

③  その他報告が 

必要と認められ

る事故 

・ 上記以外で利用者のサービス提供に影響があると思われる場合

は、報告してください。 

 ・ 施設・事業所側の過失の有無は問いません。 

 

（２）感染症・食中毒の場合 

●新型コロナウイルス感染症 

右のア～ウに該当する場合は、 

保健所（感染症医療対策課）へ報告（※）

するとともに、障害者支援課にも電話で

報告（第一報）してください。 

ア 同一の感染症・食中毒による（と疑われる）

死亡者・重篤患者が１週間以内に２名以上

発生した場合 

イ 同一の感染症・食中毒による有症者が１週

間以内に１０名以上又は全利用者の半数

以上発生した場合 

ウ 通常の発生動向を上回る感染症等の発生

が疑われ、特に事業所管理者等が報告を必

要と認めた場合 

●インフルエンザ、感染性胃腸炎等 

右のア～ウに該当する場合は、 

保健所（保健予防課）へ報告（※） 

するとともに、障害者支援課にも電話で

報告（第一報）してください。 

※保健所への報告については、市ホームページ（下記 URL）から電子申請が可能となってい

ますので、ご活用ください。 

 ●新型コロナウイルス感染症 （感染症医療対策課）  

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/335_00036.html 

 ●インフルエンザ、感染性胃腸炎等 （保健予防課） 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/18301298.html 

   

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/335_00036.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/18301298.html
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《報告及び方法》 

（１）重大な事故（死亡・重傷事故、行方不明等）及び感染症・食中毒の場合 

発生後、速やかに北九州市障害者支援課に電話で報告（第一報）してください。 

北九州市保健福祉局障害者支援課 ０９３－５８２－２４２４ 

 ※本市障害者支援課以外に報告が必要な機関等へも、併せて連絡してください。 

 

（２）その他の事故の場合 

事故発生後、一週間以内に、事故報告書（様式については下記「（３）報告書の様式」 

参照）を本市障害者支援課に郵送で提出してください。 

〔郵送先〕 〒803-8501 北九州市小倉北区城内１番１号 

 北九州市保健福祉局障害者支援課 指定指導係 

※誤送信を防ぐため、緊急時等を除き、ＦＡＸ・電子メールでは送付しないでください。 

 

（３）報告書の様式 

原則として本市ホームページ掲載の様式「障害福祉サービス等に係る事故報告書」により

提出してください。（報告後、症状が悪化した場合等は、その旨を記載して再度報告書を提

出してください。） 

なお、上記様式以外の書類で提出する場合は、報告書と同じ項目を記載してください。 

  ※様式「障害福祉サービス等に係る事故報告書」は、本市ホームページに掲載しています。 

      http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600219.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】事業所等における日頃からの対策について 

各事業所や施設において、事故や感染症の発生等に適切に対応できるようにするため、日頃

から、次のような体制の整備を図ってください。 

１ 事故発生時の対応 

（１）事故発生時の対応マニュアルを定めておくなど、あらかじめ事故が発生した場合の対応

方法について定め、従業者に周知してください。 

（２）賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくことが

望ましいです。 

（３）事故が生じた際はその原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じてください。 

 なお、厚生労働省において「福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に

関する取り組み指針（平成 14 年 3 月 28 日福祉サービスにおける危機管理に関する検討

会）」が示されていますので、参考にしてください。 

（４）事故につながる恐れのあった、いわゆる「ヒヤリ・ハット」事案についても、報告書を

作成して従業者に周知するなど、事故発生の防止に努めてください。 

２ 衛生管理（感染症・食中毒） 

（１）感染症又は食中毒の発生及びまん延を防止するための措置等について、必要に応じて保

健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保ってください。 

（２）特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策、新型コロ

ナウイルス感染症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置につい

て、国等から発出されている通知等に基づき、適切な措置を講じてください。 

（３）空調設備等により事業所内の適温の確保に努めてください。 

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600219.html
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●交通事故の防止について 

 近年、送迎中の交通事故について事業所からの事故報告が増加しており、令和４年度中に、市

へ報告のあった交通事故は１８件となっています。 

 実際に発生した交通事故の事例について、下記のとおり紹介します。 

 

＜事例１＞ 

・送迎車両にて利用者２人を自宅へ送る際に発生した事故。 

・利用者Ａ宅に到着したが、通常は、利用者Ａを迎えに家から出てくるご家族がこの日は不在で

あり、職員が利用者Ａを自宅に誘導するため、エンジンを切らずに車を離れた。 

・エンジンがかかったままの車に残った利用者Ｂが、運転席に移動し、車内からロックをかけた。

さらに運転操作をしようとしたため、前方に職員が立ちはだかったところ、ギアをバックに入

れて車は後退し始めた。 

・そのまま、後方のガードレールを倒し、後輪がブロックに乗り上げたため、車は停止した。 

しかし、利用者Ｂは車を降りようとせず、アクセルを踏み続けたため、騒ぎを聞いた近隣住民

が警察に通報した。 

・駆け付けた近隣住民の方２名が、空転するタイヤによる飛び石が当たるなどして軽傷を負った。

また、職員も車の前方に立ちふさがった際、足の肉離れを発症した。さらに、近隣の車３台に

飛び石が当たり、傷がついた。 

 

 

 

 

 

＜事例２＞ 

・送迎車両にて利用児の自宅から事業所へ向かう際に発生した事故。 

・職員は、利用児の安全確認を車内ミラーで行っていたが、利用児がチャイルドシートのベルト

を触るしぐさが見受けられたため、直接後方を見て確認もしていた。 

・そのような状況の中、前方の車（右折するために停車していた）に気づくのが遅れ、追突して

しまった。 

・利用児は、驚いて泣き出したが、外傷等は見受けられなかったため、事業所から自宅へ送った。

その後、ご家族が念のため病院受診したところ、異常なしとの診断であった。しかし、翌日、

ご家族が頸部に擦り傷を発見し、再度病院を受診することとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇事例１については、利用者を自宅へ送る時間帯に発生しており、子どもの下校時間帯と 

重なるため、もし子どもを巻き込んでいれば重大な事故につながる恐れがあった事故と 

して、所轄の警察署から注意喚起がありました。 

 

〇上記の事例を事業所内で共有し、課題や改善点などの意見を出し合うなど、交通事故の 

防止対策をあらためて確認してください。あわせて、送迎のマニュアル等に反映するなど、

交通事故防止に対する意識を高めるきっかけにしていただきますようお願いします。 
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第２章 事業者等に関する届出等の事項について 

 

10 障害福祉サービス事業者等の人員、設備及び運営に関する基準等の 

条例について 

国の地域主権改革を受けて、これまで全国一律に定められていた、障害福祉サービス事業

等の指定に関する基準等を本市の条例で定めています。（平成２５年４月１日施行） 

  〇北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

〇北九州市障害児通所支援の事業及び障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に 

関する条例 

※相談支援事業（一般・特定・障害児）の指定基準については、従来どおり厚生労働省令

の基準によります。 

根拠法 市条例 

障害者総合支援法 

・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の

要件 

・指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準 

・指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 

・障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 

・地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 

・福祉ホームの設備及び運営に関する基準 

・障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 

児童福祉法 

・指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定の 

要件 

・指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 

・指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 

・児童福祉施設（障害児に関するもの）の設備及び運営に関する

基準 

＜参 考＞ 

条例等については、下記のとおり本市ホームページに掲載しています。 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600125.html 

 

◆本市独自の基準について 

（１）暴力団員等の排除 

省令基準 規定なし 

独自基準 
【義務付け】 

事業者（役員等）が暴力団員等でない。 

設定理由 
適正なサービス提供のため、事業者から暴力団員等を排除する措置を講じる

必要があるため。 

 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600125.html
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（２）非常災害対策（災害種別ごとの対応計画作成） ※居宅系事業は除く 

省令基準 

非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連

携体制を整備し、これを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、

救出などの必要な訓練を行わなければならない。 

独自基準 

【義務付け】 

火災、風水害、地震等の災害種別ごとに、対応計画を作成し、訓練を実施し

なければならない。 

設定理由 
東日本大震災等を踏まえ、利用者の安全確保を強化するため、災害種別ごと

に対応計画を作成するとともに、避難訓練等の実施を義務付けるもの。 

 

（３）地域との連携等（自治会等の加入による協力体制の構築） 

省令基準 
事業者（施設）は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動

等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

独自基準 

【努力規定】 

自治会等に加入するなどして、地域住民等との連携を行うなど地域との交流

に努める。 

設定理由 

地域に開かれたサービスを提供するためには、事業所・施設等が自治会等に

加入するなど、日頃から交流の機会を設けるとともに、地域住民の理解を深

めることが重要であるため。（北九州市障害者支援計画にも規定有り） 

 

（４）地域との連携等（災害時における自治会等との協力体制） ※居宅系事業は除く 

省令基準 
事業者（施設）は、避難救出その他必要な訓練の実施に当たって、地域住民

の参加が得られるように連携に努めなければならない。（省令追加） 

独自基準 

【努力規定】 

自治会等と非常災害時における協力体制を構築するよう努めなければならな

い。 

設定理由 

非常災害時においては、地域での協力体制が不可欠なことから、自治会等と

の協力体制を築くことが重要であるため。（北九州市障害者支援計画にも規定

有り） 

 

（５）地域との連携等（障害の特性等の説明） 

省令基準 
事業者（施設）は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活

動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

独自基準 

【努力規定】 

地域住民等に対し、当該指定障害福祉サービス事業の内容、当該事業の利

用者の障害の特性等を適切に説明するよう努めなければならない。 

設定理由 

地域住民等に対して、事業所の事業内容や利用者の障害特性等を説明し、

障害に関する理解を深めてもらうことが、地域との交流にとって重要であ

るため。（北九州市障害者支援計画にも規定有り） 
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（６）その他 

上記以外の項目については、厚生労働省令で定める基準と同じ。 

 

これら以外にも、日ごろから厚生労働省やワムネット（独立行政法人福祉医療機

構の運営する保健・福祉・医療の総合情報サイト）等のホームページをチェックす

るなど、常に最新の情報を入手するよう心がけてください。 

・厚生労働省のホームページ：http://www.mhlw.go.jp 

・ワムネットのホームページ：http://www.wam.go.jp 

※疑義がある場合には、まずは、上記の基準や解釈通知、Ｑ＆Ａ等を各自でご確認

ください。 

 

 

11 障害福祉サービス事業者等の変更・廃止・休止・再開届出について  

 指定を受けている内容に変更が生じた場合や事業の廃止・休止・再開等を行う場合は、障害

者総合支援法、児童福祉法及び厚生労働省令の定めるところにより、その旨の届出が必要です。

なお、下記の届出や新規指定申請等において「こすると消えるペン」は使用しないで下さい。 

 

 届出が必要な場合 届出の時期 

変 更 届 届出事項に変更があった場合 変更の日から１０日以内（※１） 

指定変更申請 

・生活介護、就労継続支援Ａ型・B

型、障害者支援施設、障害児通所支

援事業、又は障害児入所施設の定員

増 

・障害者支援施設の施設障害福祉サ

ービスの種類等の変更 

指定変更希望日の前々月の１６日まで

（当該日が閉庁日の場合は、直後の開庁

日） 

※事前相談が必要です。 

廃 止 届 

障害福祉サービス事業、一般相談支

援事業、特定相談支援事業、障害児

通所支援事業、障害児相談支援事業

の廃止を行う場合 

事業を廃止する日の１月前まで 

辞 退 届 
障害者支援施設及び障害児入所施

設の指定を辞退する場合 
指定を辞退する日の３月前まで 

休 止 届 事業を休止する場合 事業を休止する日の１月前まで 

再 開 届 事業を再開した場合 事業を再開した日から１０日以内（※１） 

介護給付費等

の算定にかか

る体制等の届

出 

届出事項に変更があった場合 （※２） 
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（※１）届出の時期及び事前相談について 

  届出の時期については、変更となる項目によって異なります。 

  変更届チェックリストを確認して、届出の時期をお間違えないようご提出ください。 

   （例）事業所（施設）の所在地（設置の場所）の変更は、変更日の１カ月前まで。 

また、下記の事項について変更する場合や休止した事業を再開する場合には、指定の基準

を満たしているか確認する必要がありますので、事前にご相談ください。  

◆ 定員を増やす場合 

◆ 共同生活援助のユニットを追加する場合 

◆ 事業所の所在地、施設改修、事業実施場所の追加等による平面図の変更   

※サービスによって、事業所の所在地変更や施設の増築等を行う場合、都市計画法や建

築基準法、消防法等の関係法令に適合しているかの事前確認が必要です。 

※ご来庁での事前相談は、「予約制」です。担当者に必ず事前にご連絡ください。 

 

（※２）介護給付費等の算定にかかる体制等の届出の時期と適用年月日  

＜新たに加算を算定する場合等、算定する単位数が増える場合＞ 

◆ １５日までの受付・・・翌月から 

   ◆ 上記の日付以降の受付・・・翌々月から 

＜加算を算定できなくなる等、算定する単位数が減る場合＞ 

◆ 加算等が算定されなくなった事実が発生した日から 

※速やかにその旨を届け出ること。 

 

※ 年度当初の届出、福祉・介護職員処遇改善加算等については、本市ＨＰに掲載しております

ので、ご確認ください。なお、福祉・介護職員処遇改善加算等の算定については、原則月末ま

での受付で翌々月からの加算の算定となりますので、ご注意下さい。 

※ 電話番号・ＦＡＸ番号・登録アドレスが変更になった場合も、「電話番号・FAX番号・Eメー

ルアドレス変更届出書」に記載のうえ届出をお願いします。 
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【参考】ホームページ＜＜変更、廃止、休止、再開届など書類一覧＞＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓↓変更届等チェックリストはこちらです↓↓ 

（次ページに、チェックリスト見本を掲載しています）  

 

 

 

⇒URLはこちら https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/29800113.html 

 

 

【参考】ホームページ＜＜変更届チェックリスト＞＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒URLはこちら https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/29800106.html 

 

 

 

トップページ＞ビジネス・産業・まちづくり＞医療・福祉・健康・衛生（事業者向け）＞福祉＞事業

者のみなさまへのお知らせ＞障害福祉＞障害福祉サービス・障害児通所支援等事業者の指定・指導に

ついて＞各種指定申請（届出）の様式集＞指定申請、更新申請、各種届出に関する書類一覧 

 

 

トップページ＞ビジネス・産業・まちづくり＞医療・福祉・健康・衛生（事業者向け）＞福祉＞事業

者のみなさまへのお知らせ＞障害福祉＞障害福祉サービス・障害児通所支援等事業者の指定・指導に

ついて＞各種指定申請（届出）の様式集＞指定申請、更新申請、変更届出及び指定変更申請チェック

リスト集 

 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/29800113.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/29800106.html
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 12 ホームページ等による情報提供について               

本市障害者支援課では、下記のホームページで、事業者等の皆様へ各種情報を提供しています

ので、ご活用ください。 

各種指定申請（届出）についても、ホームページに掲載しておりますので、必ず各自でご確認

ください。 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/business/menu03_00123.html 

 

13 Ｅメールアドレス登録のお願いについて              

本市では、各事業者宛てに、障害福祉サービス事業等の適正な運営を目的としたＥメールによ

る情報発信等を行っています。メールアドレスの登録（法人用メールアドレス）にご協力いただ

きますようお願いします。 

送付したメールが５回以上送信できない場合には、アドレス登録を削除する場合がありますの

で、ご注意ください。メールアドレスを変更した場合には、変更の届出をお願いします。 

 

※手続きに関する情報や緊急のお知らせにＥメールを活用しています。登録や変更の届出がない

場合、必要な情報を受け取ることができなくなりますので、必ず届出いただくようご協力をお

願いします。 

 

  

 

 

●なお、本市から送付するＥメールについて、なりすましメール対策として、表題および本文

の冒頭に、〔北九州市（西暦）〕と表示しています。（西暦）の部分は年度ごとに変わります

ので、令和５年度は、〔北九州市２０２３〕と表示しています。 

Ｅメール受信の際、ご確認をお願いします。 

 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/business/menu03_00123.html
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14 情報公表制度について                       

 平成３０年４月１日から、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資す

ることを目的として、障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。指定事業所は、障害

福祉サービス等を都道府県に報告する義務があります。 

なお、情報公表システム（ＷＡＭ ＮＥＴ）からのログインＩＤ・パスワードの通知は、ご登

録いただいたメールアドレス宛に配信されます。事業所詳細情報の入力については、指定後１ヶ

月以内に入力し、北九州市に報告を行って下さい。 

詳しくは別添資料リーフレットをご覧下さい。また、ＷＡＭ ＮＥＴにおいて、情報公表シス

テムに関するお知らせや操作説明書（マニュアル）等の資料が掲載されておりますので、あわせ

てご参照下さい。 

ＷＡＭ ＮＥＴ http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/ 

 

15 業務管理体制の整備、届出及び検査について            

指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、障害者総合支援法・児童福祉法（以下

「法」という。）又は同法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しな

ければならないとされています。 

指定事業者等は、この義務の履行が確保されるよう、法令遵守等の業務管理体制を整備すると

ともに、その体制整備に関する事項を北九州市等へ届け出ることが義務づけられています。 

 

 

（１）整備すべき業務管理体制 

整備すべき業務管理体制は、事業所等の数に応じて定められています。 

事業所等の数 20未満 20 以上 100 未満 100 以上 

業務管理体制の

内容 

法令遵守責任者の 

選任 

法令遵守責任者の 

選任 

法令遵守責任者の 

選任 

― 
法令遵守規程の 

整備 

法令遵守規程の 

整備 

― ― 
業務執行状況の監査の 

定期的な実施 

〔法令遵守責任者〕 

何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも法に基づく命令の内容に精通

した法務担当の責任者を選任することを想定しています。 

〔法令遵守規程〕 

事業者等の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛

り込む必要がありますが、必ずチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、

日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的

な業務プロセス等を記載したものなど事業者等の実態に即したもので構いません。 

〔業務執行状況の監査〕 

http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/
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事業者等が既に各法等の規定に基づき、その監事又は監査役が、法及び法に基づく命令の

遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって

「業務執行の状況の監査」とすることができます。 

また、当該監査は、事業者等の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査

のどちらの方法によることもできます。 

定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所等に対して、年１回行わなければならないも

のではありませんが、例えば事業所等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるこ

とにより、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。 

 

（２）業務管理体制の届出先 

事業者等は、以下のア～オの区分ごとに、該当する届出先へ届出を行ってください。 

（例）アで 3 事業所、イで 2 事業所を有する法人は、アで１つ、イで１つの届出をする。 

〔事業所等の所在地〕⇒ 
〔北九州市内〕

のみ 

〔北九州市内〕 

と 

〔市外（県内）〕 

〔北九州市内〕 

と 

〔県外〕 

ア 
障害福祉サービス事業所 

北九州市 県 国 
障害者支援施設 

イ 障害児通所支援事業所 北九州市 県 国 

ウ 障害児入所施設 北九州市 県 国 

エ 
一般相談支援事業所 

北九州市 県 国 
特定相談支援事業所 

オ 障害児相談支援事業所 北九州市 県 国 

 

届出様式は本市ホームページ（障害者支援課）からダウンロードしてください。 

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600202.html 

 

（３）業務管理体制の一般検査 

実地指導において、業務管理体制の整備・運用状況の確認を行います。 

 

 

16 地域区分（一単位の単価）について                 

「厚生労働大臣が定める一単位の単価」において定められている地域区分は、平成 24

年度以降段階的に設定されており、本市の各年度の一単位の単価は次のとおりです。 

 

  

居宅介護
重度

訪問介護
同行援護 行動援護 療養介護 生活介護 短期入所

重度
障害者等
包括支援

共同生活
介護

施設入所
支援

10.18円 10.18円 10.18円 10.18円 10.00円 10.18円 10.18円 10.18円 － 10.20円
自立訓練
（機能訓
練）

自立訓練
（生活訓
練）

就労移行
支援

就労継続
支援A型

就労継続
支援B型

就労定着
支援

自立生活
援助

共同生活
援助

計画相談
支援

地域相談
支援

10.18円 10.18円 10.18円 10.17円 10.17円 10.18円 10.18円 10.24円 10.18円 10.18円

平成30年度以降～

７級地

 

【障害福祉サービスの地域区分】 

 

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600202.html
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【障害児通所支援等の地域区分】 

医療型児童発達支援
（含：指定発達支援医療機関）

居宅訪問型
児童発達支援

保育所等訪問支援

児童発達支援セン

ターの

場合

主たる対象が

重症心身障害

児の場合

重症心身障害

児

以外の

障害児の場合

主たる対象が

重症心身障害児

の場合

10.19円 10.23円 10円 10.18円 10.23円 10.19円 10.19円

併設する

施設が主たる施設

の場合

当該施設が主たる施

設の場合又は単独施

設の場合

併設する

施設が主たる

施設の場合

当該施設が主たる施設の場合

又は単独施設の場合

当該施設が

主たる施設の

場合

当該施設が単独

施設の場合

併設する施設が主たる

施設の場合

10.17円 10.19円 10.18円 10.17円 10.19円 10.18円 10.19円 10.19円 10.18円

10円 10円 10円

10.18円

児童発達支援センター以外の

指定児童発達支援事業所の場合

10.18円

障害児
相談支援

知的障碍児の場合平成30年度
以降～
７級地

障害児
通所支援

肢体不自由児の
場合

自閉症児の場合 肢体不自由児の場合
重症心身障害

児の場合

放課後等デイサービス

盲児

盲ろうあ児の場合

ろうあ児

自閉症児の
場合

児童発達支援

福祉型

医療型

障害児
入所支援
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第３章 指導等に関することについて 

17 実地指導の実施について                      

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定事業所・施設に対し、サービスの内容や介護給

付費の請求等の適正化を図ることを目的とし、実地指導を実施しています。 

 

◆事業所・施設ともに概ね３年に１度を目途に実施します。ただし、利用者等からの苦情相談や、

事業所の不正の疑いに関する情報提供があった場合等は、随時、必要に応じて実施します。 

◆実地指導の結果、改善の必要があると認められた施設・事業所については、再度実地指導及び

監査を実施する場合があります。 

 

＜実地指導の流れ＞ 

１ 実施の通知 
○対象事業所・施設に対し、本市より、郵送にて通知を送付します。 

○通知に実施日を記載していますので、日程の調整をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 資料の準備 

○実施通知に、事前提出書類と当日準備書類を記載しますので、当日は該

当する資料がすぐに確認できるようにしてください。 

○必要に応じて、通知に記載していない書類の提出をお願いする場合があ

ります。 

３ 当日の対応 

○当日は複数の職員（２～４名程度）で伺います。 

○準備していただいた書類を確認するとともに、必要に応じて、聞き取り

を行いますので、当日は、運営状況や報酬請求について説明できる方 

（管理者等）のご対応をお願いします。 

４ 結果の通知 

○実地指導後、概ね１ヶ月後を目途に結果を通知します。 

○指導の結果、改善の必要がある事業所については、通知に記載された期

限までに改善報告書を提出してください。 
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18 現況確認（届出事項に係る事後調査）の実施について         

介護給付費等の算定に係る届出事項については、国の留意事項において、その内容が適正であ

るかどうか、適宜事後的に調査を行うこととなっています。 

ついては、設備や人員配置等について届出事項を確認するため、新規指定事業所及び既存の障

害福祉サービス事業所を対象として、現況確認を行います。（主に、過去実地指導を行っていな

い事業所を対象とします。） 

 

＜提出書類＞ 

（１） 新規指定事業所 

・新規指定から３月目の勤務形態一覧表（児童系サービスについては、時間別勤務形態 

一覧表も含む。）を、郵送またはメールにて、指定指導係担当者へご提出ください。 

３月目の１５日締切  

（例）令和５年４月１日新規指定の場合 → 令和５年６月の勤務形態一覧表（予定）

を６月１５日までにご提出ください。 

（２） 既存の障害福祉サービス事業所 

   ・すでに提出されている最新の勤務形態一覧表、平面図を利用しますので、あらためて 

書類の提出は必要ありません。  

 

＜実施概要＞ 

・主に聞取り及び現地の設備等の確認を行い、短時間（２０～３０分程度）で終わります。 

・（新規指定事業所は）事前に提出した勤務形態一覧表、（既存の事業所は）直近の届出済みの

勤務形態一覧表と、現況確認当日の人員配置が異なる場合は、担当者にお伝えください。状

況に応じて、現在の人員の資格証等を確認する場合があります。 

・事業所の現況を確認するものですので、事前に事業所に伺う日時等の連絡は行いません。 

・現況確認を行う担当者は、事業所内への立入検査証を携帯しています。それ以外の市職員が

調査のため訪問することはありません。 

・主な確認事項は次のとおりです。 

 

 確認事項 確認資料等 

人員基準 基準上の人員が配置されているか 勤務形態一覧表、 

出勤状況の聞き取り 

出退勤の管理をどのように行っているか 出勤簿等の確認 

(加算を算定している場合)加算の要件を 

満たす人員が配置されているか 

勤務形態一覧表、 

出勤状況の聞き取り 

運営基準 適切に個別支援計画が作成されているか 個別支援計画 

設備基準 届出事項と相違がないか 平面図、現地の確認 
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19 自己点検の実施について                      

各事業所等においては、指定後も常に人員、設備、運営等の基準や関係法令等を遵守する必

要があります。 

本市では、各事業所等が自主的に運営状況を点検し、基準等を遵守しているかを確認できる

よう、サービス種類別に「自己点検表」を作成しています。 

この自己点検表を活用して、サービスが適切に行われているかを定期的に点検してください。 

なお、自己点検表については、実地指導の際に、事前提出資料の一部として提出していただ

く必要があります。 

 

※ 本市ホームページに掲載しているサービス種類別の「自己点検表」をダウンロードし、 

ご活用ください。 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600145.html 

 

 

20 過誤処理について                         

給付費を誤って請求した場合、自立支援給付費明細書などの取消を支給決定権者（市町村）

に依頼する必要があります。 

下記のホームページに過誤処理に関することが掲載されていますので、ご確認ください。 

●福岡県国民健康保険団体連合会： http://kokuhoren-fukuoka.jp 

「事業者の皆様へ」⇒「介護Ｑ＆Ａ」⇒「過誤処理に関するＱ＆Ａ」 

 

※ 過誤処理の手続きに関するお問い合わせは、障害者支援課（事業者支援係）へお問い合わ

せください。 

※ 電子請求システムに関するお問い合わせは、国民健康保険団体連合会又はご利用のシステ

ム開発業者等へお問合せください。 

 

＜実地指導等での指摘による過誤処理の場合＞ 

※ 実地指導等において請求の誤りが判明した場合、改善報告書と合わせて過誤計画書を提出

していただきます。提出された過誤計画書については、審査後に、後日障害者支援課（指定

指導係）から連絡があります。 

過誤処理については、障害者支援課（指定指導係）からの連絡後に行って下さい。 

 

事 

業 

者 

改善報告書 

過誤計画書の提出 

 

障害者支援

課（指定指導

係）にて審査 

審査後、指定

指導係から 

事業者に連絡 

事 

業 

者 

 

過誤処理の手続き 

 

福岡県国民

健康保険団

体連合会 

 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600145.html
http://kokuhoren-fukuoka.jp/
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21 県内の行政処分事例及び本市の実地指導における指摘事項等について  

（１）県内の行政処分事例 

不正請求等の不正行為については、障害福祉サービスの給付費が公費で賄われていることから、

一つの事業者の不正が障害福祉制度全体に対する信用を大きく失墜させることにつながります。 

 しかしながら、福岡県内でも、不正による指定の取消等の事例が後を絶たない状況です。 

（令和３年度：３件、令和４年度：６件） 

 事業者の皆様におかれましては、給付費が公費で賄われていることや、不正行為により重大な

結果を招くことを十分に認識のうえ、関係法令を遵守し、適正な運営を行ってください。 

 

＜事例の概要（令和３・４年度）＞ 

 サービス種類 処分の内容 主な不正の内容 

１ 放課後等デイサー

ビスなど 

指定の取消 ・従業者の人員基準を満たしていないにもかかわら

ず、出勤簿等を改ざんし不正に給付費を請求。 

・従業者の勤務日について、架空の書類を作成し不

正に加算を請求。 

・監査時に虚偽の記録を提出。 

・指定申請時に、人員基準を満たすため虚偽の要件

確認書類を提出。 

２ 居宅介護など 指定の取消 ・利用者にサービスを提供していないにもかかわら

ず、虚偽の記録を作成し不正に給付費を請求。  

・従業者と同居の利用者にサービスを提供し給付費

を請求。 

・処遇改善加算の一部を賃金改善に充てておらず、

市に虚偽の報告。 

３ 就労継続支援Ａ型 指定の一部効力停止

（新規利用者の受入

停止３か月） 

・利用者にサービスを提供していないにもかかわら

ず、虚偽の記録を作成し不正に給付費を請求。 

４ 居宅介護など 指定の一部効力停止

（新規利用者の受入

停止１年） 

・利用者にサービスを提供していないにもかかわら

ず、虚偽の記録を作成し不正に給付費を請求。 

５ 就労継続支援Ａ型 指定の取消 ・在宅就労及び施設外就労の利用者に対し支援を行

っていないにもかかわらず、虚偽の記録を作成し

不正に給付費を請求。 

６ 居宅介護など 指定の取消 ・利用者にサービスを提供していないにもかかわら

ず、虚偽の記録を作成し不正に給付費を請求。 
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７ 放課後等デイサー

ビスなど 

指定の取消 ・従業者の人員基準を満たしていないにもかかわら

ず、出勤簿等を改ざんし不正に給付費を請求。 

・指定申請時の勤務予定者が不在のまま、届け出る

ことなく指定を受けた。 

・非常勤職員を常勤職員と偽って加算要件を満たし

ているかのように虚偽の届出。 

８ 共同生活援助など 指定の取消 ・従業者の人員基準を満たしていないにもかかわら

ず、出勤簿等を改ざんし不正に給付費を請求。 

・指定更新時に、勤務予定のない者を常勤職員とし

て虚偽の届出。 

９ 居宅介護など 指定の取消 ・従業者の人員基準を満たしていないにもかかわら

ず、出勤簿等を改ざんし不正に給付費を請求。 

・支援を行っていない日に記録等を偽造し不正に給

付費を請求。 

・監査時に虚偽の記録を提出。 

 

（２）本市の実地指導における指摘事項等 

 本市では、前述「17 実地指導の実施について」のとおり、障害者総合支援法及び児童福祉法

に基づいて、サービスの内容や介護給付費の請求等の適正化を図ることを目的として、実地指導

を実施しています。 

 実地指導における指摘事項等について、最近の主なものを下記のとおり掲載していますので、

適正な運営の参考にしてください。 

 

項 目 指摘事項等 

運営基準に関すること 

 従業員の員数 ・人員基準を満たしていない。 

内容及び手続きの

説明及び同意 

・利用契約書の説明及び重要事項説明書の説明を行っていない。 

利用者負担額等の

受領 

・利用者負担額に係る領収証を、事業者名でなく事業所名で交付していた。 

個別支援計画の 

作成 

・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が個別支援計画を作成していな

い。 

・モニタリング及び定期的な個別支援計画の見直しが行われていない。 

・利用者の同意を得ていない。 

・アセスメントを実施していない。 

・担当者会議及び計画原案の記録がない。 

・個別支援計画に定められていない支援を行っていた。 

・居宅介護事業所において、居宅介護計画に具体的なサービス内容（担当する従

業者、提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等）が記載されていな

い。 
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同居家族に対する

サービス提供の禁

止等（居宅介護事

業所等） 

・別居の家族に対するサービス提供について、ヘルパーとしての業務であるのか、

家族による介護であるのか明確に区別できない場合、サービス提供とは認めら

れないことがあるため、市へ事前に確認することとされているが、市への確認

を行うことなくサービス提供していた。 

非常災害対策 ・火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに対応計画が作成されていない。 

勤務体制の確保等 ・運営法人の役員が事業所の従業者として従事している事業所において、出勤簿

が「運営法人役員であるため」という理由で作成されておらず、人員基準を満

たしているか確認することができない。 

・常勤職員について、事業所ごとではなく法人で一括して勤務を管理しているた

め、日ごとの勤務時間や勤務内容等が明確に区別されていない。 

定員の遵守 ・日毎の利用者において、定員を超過して運営している日があった。 

会計の区分 ・当該事業の会計と他の事業の会計及び運営法人本部の会計が明確に区分されて

いない。 

・就労支援事業における会計について、生産活動に係る収支と福祉事業活動に係

る収支が明確に区分されていない。 

身体拘束等の 

適正化 

・身体拘束等の適正化のための指針に盛り込むべき項目について、盛り込んでい

ないものがあった。 

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会が設置されていない。 

虐待の防止 ・虐待防止に関する研修を実施していない。 

・虐待防止の担当者を定めていない。 

報酬・加算に関すること 

 就労継続支援Ｂ型

サービス費 

・サービス費（Ⅰ）（Ⅱ）の算定要件となっている工賃向上計画が未作成のまま、

報酬区分を誤って算定していた。 

・施設外就労を実施するにあたり報酬算定の要件となる人員配置を行っていない。 

・利用者を単独で就労させており、就労継続支援Ｂ型のサービス提供実態がない。 

計画相談支援費 ・同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場

合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみ算定する

こととなっているが、同一の月に両方を算定しているケースがあった。 

短期入所サービス

費 

・日中に短期入所サービスの提供を行ったかどうかについては、昼食の提供を行

ったかどうかで判断することとされているが、昼食の提供を行っていない場合

に日中に短期入所サービスの提供を行ったものとして報酬区分を誤って算定し

ていた。 

欠席時対応加算 ・利用中止の連絡日時、連絡者、利用予定日、欠席理由、利用者の状況確認、相

談援助を行った記録が具体的に記載されていないにもかかわらず、加算を算定

していた。 

・利用中止が真にやむを得ない理由でないもの、事前に予定が把握できるものに

ついて、加算を算定していた。 

送迎加算 ・送迎の記録が作成されていないにもかかわらず、加算を算定していた。 

・同一法人が複数の事業所（Ａ、Ｂ）を運営している場合で、Ａ事業所の利用者

の送迎をＢ事業所の従業者が行っていた。 
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自己評価結果等未

公表減算（障害児

通所支援） 

・自己評価結果等（質の評価及び改善等の内容）のうち、事業所における自己評

価及び保護者等からの事業所評価の集計結果」を、インターネット等により広

く公表していない。 

定員超過利用減算 ・１日の利用者数が定員超過で減算に該当する日について、減算していない。 

福祉専門職員配置

等加算 

・常勤で配置されている直接処遇職員の総数が算定要件を満たしていないにもか

かわらず、加算を算定していた。 

緊急短期入所受入

加算 

・緊急利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応等の記録が確認できないにもかか

わらず、加算を算定していた。 

・人員基準等の臨時的な取扱いにおいて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止の取組として、感染症対策を行いながら必要な支援を行うことを緊急時の

受入と同程度の負担とみなし、すべての利用者について、一月当たり 14 日を上

限として緊急短期入所受入加算が算定可能とされていたが、この取扱いは令和

３年３月サービス提供分をもって廃止された。しかしながら、令和３年４月以

降も、感染症対策を行いながら必要な支援を行うことをもって、緊急短期入所

受入加算を算定していた。 

福祉・介護職員 

処遇改善加算等 

・福祉・介護職員の処遇改善の内容等をすべての福祉・介護職員に周知している

ことが要件となっているが、周知していない。 

・職員に支給される処遇改善手当以外に、職員のキャリアアップ支援や福利厚生

の充実のための職場環境の整備等に充てられていた。 

 

 


